
      ■市民
し みん

から寄せられた
よ     

具体的
ぐたいてき

な提案
ていあん

（まとめ）  
 

１．啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

 

   １） 障
しょう

がい者
しゃ

に対する
たい   

根強い
ねづよ  

差別
さべつ

や偏見
へんけん

をなくすために 

     特
とく

に精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

に対する
たい   

取り組み
と  く  

について必要
ひつよう

である。 

     また、高次脳
こうじのう

機能
きのう

障
しょう

がい、性
せい

同一性
どういつせい

障
しょう

がい等
など

、現 状
げんじょう

の障
しょう

がい者枠
しゃわく

では規定
きてい

されて 

    いない人
ひと

たちに対して
たい   

の理解
りかい

を進める
すす   

必要
ひつよう

がある。 

    ① 各区
か く く

で障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

と町 内 会
ちょうないかい

役員
やくいん

、民 生
みんせい

委員
いいん

や福祉
ふくし

活動
かつどう

をしている人
ひと

や地域
ちいき

 

      商 店 街
しょうてんがい

の人
ひと

たちなどを交えた
まじ    

懇談会
こんだんかい

の開催
かいさい

。 

     参考例
さんこうれい

）「地域
ちいき

通貨
つうか

」を使
つか

って、ボランティア・サービスを地域
ちいき

の中
なか

で相互
そうご

に使い
つか  

、交流
こうりゅう

し 

          ている例
れい

もある。 

    ② 交流
こうりゅう

できる場
ば

の設定
せってい

 

     ・楽しく
たの    

、気軽
きがる

に障
しょう

がいのある人
ひと

も、ない人
ひと

も交流
こうりゅう

できる場
ば

が必要
ひつよう

。 

    ③ 啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

 

     ・教育の中
きょういく  なか

で精神
せいしん

保健
ほけん

福祉
ふくし

に対して
たい    

取り組む
と  く  

必要
ひつよう

がある。 

     ・福祉
ふくし

協 力
きょうりょく

指定校
していこう

制度
せいど

を有効
ゆうこう

に活用
かつよう

し、児童
じどう

生徒
せいと

に啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

する。 

     ・マスコミに正しい
ただ    

障
しょう

がい者像
しゃぞう

を伝える
つた   

必要
ひつよう

がある。 

     ・就労先
しゅうろうさき

としての企業
きぎょう

への啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

。 

     ・地下鉄
ちかてつ

車両
しゃりょう

（優先席
ゆうせんせき

や携帯
けいたい

電話
でんわ

等
など

）やエレベーター、駐 車 場
ちゅうしゃじょう

などの使用
しよう

について 

      啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

を 行
おこな

う。 

     ・在宅
ざいたく

酸素
さんそ

療法
りょうほう

で液化
えきか

酸素
さんそ

を携帯
けいたい

する呼吸器障
こきゅうきしょう

がい者
しゃ

にとって「歩行
ほこう

喫煙
きつえん

」は危険
きけん

で 

      あることを啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

する。 

⇒提案
ていあん

 

世界
せかい

禁煙
きんえん

デー（5/31）でのビラ配
くば

りや禁煙
きんえん

促進
そくしん

運動
うんどう

参加
さんか

。 

さらに、段階的
だんかいてき

に喫煙
きつえん

禁止
きんし

区域
くいき

･抑制
よくせい

区域
くいき

を設
もう

け、歩行
ほこう

喫煙
きつえん

に関
かん

する罰則
ばっそく

を決
き

める（病 院
びょういん

敷地内
しきちない

や小学校
しょうがっこう

周 辺
しゅうへん

など）。 

     ・胎児
たいじ

検査
けんさ

は、障
しょう

がいのある子
こ

を中 絶
ちゅうぜつ

させることにつながりかねないので、親に専門家か 

     ら適切なアドバイスをしたり、具体的
ぐたいてき

な障
しょう

がい者
しゃ

の事例
じれい

を紹 介
しょうかい

するなどの啓蒙
けいもう

･啓 発
けいはつ

が 

     必要
ひつよう

。 

 

  ２．札幌市
さっぽろし

役所
やくしょ

改革
かいかく

 

   １）議会
ぎかい

や各部局
かくぶきょく

との連携
れんけい

 

    ① 福祉
ふくし

のまちづくりを 行
おこな

う上
うえ

で、縦割り
たてわ  

の弊害
へいがい

をなくし担当
たんとう

部局
ぶきょく

の連携
れんけい

を強化
きょうか

する。 



 

 

    ② 障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を議員
ぎいん

に聞いて
き   

いただき、福祉
ふくし

政策
せいさく

に反映
はんえい

してもらう。 

    ③ 札幌市
さっぽろし

の障
しょう

がい者施策
し さ く

の新規
しんき

事業
じぎょう

創設
そうせつ

、見直し
みなお  

等
など

にあたっては障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

と 

     事前
じぜん

協議
きょうぎ

し、協 働
きょうどう

作業
さぎょう

で札幌市
さっぽろし

の障
しょう

がい者
しゃ

施策
し さ く

向上
こうじょう

及び
およ   

ノーマライゼーション社会
しゃかい

の 

     構築
こうちく

を進める
すす    

。 

   ２）市
し

役所
やくしょ

職 員
しょくいん

の意識
いしき

改革
かいかく

 

    ① 市
し

職 員
しょくいん

は、サービス提供者
ていきょうしゃ

の視点
してん

に立ち
た  

、真摯
しんし

に市民
しみん

の声
こえ

に耳
みみ

を 傾
かたむ

ける必要
ひつよう

が 

     ある。特
とく

に窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

の意識
いしき

改革
かいかく

が必要
ひつよう

。 

    ② 市民
しみん

のニーズに応える
こた      

ために窓口
まどぐち

職 員
しょくいん

の専門性
せんもんせい

が必要
ひつよう

。 

    ③ 制度
せいど

やサービスに関する
かん     

情報
じょうほう

提 供
ていきょう

が必要
ひつよう

。 

    ④ 福祉
ふくし

行 政
ぎょうせい

を担当
たんとう

する職 員
しょくいん

が、障
しょう

がい者の立場
たちば

に立った
た   

対応
たいおう

や職 員
しょくいん

の質
しつ

の向上
こうじょう

 

     を図り
はか  

、障
しょう

がいを持つ
も  

市民
しみん

への対応
たいおう

を向上
こうじょう

するために、職 員
しょくいん

自 ら
みずか   

が障
しょう

がいの疑似
ぎ じ

 

     体験
たいけん

をしたり、ボランティア休暇
きゅうか

を活用
かつよう

して障
しょう

がい者
しゃ

の生
せい

活
かつ

のサポートを経験
けいけん

すること 

     を研 修
けんしゅう

（必 修
ひっしゅう

）として実施
じっし

する。 

   ３）市
し

役所
やくしょ

の取り組
と  く

みについて 

    ① 札幌市
さっぽろし

がこれまで行なって
おこ      

きた障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふくし

に対する
たい   

反省
はんせい

の上
うえ

に立って
た   

、新た
あら  

なビ 

     ジョンを示す
しめ  

必要
ひつよう

がある。 

    ② 札幌市
さっぽろし

が民 間
みんかん

企業
きぎょう

のモデルとなるように積極的
せっきょくてき

な障
しょう

がい者
しゃ

の雇用
こよう

促進
そくしん

と職場
しょくば

 

     環 境
かんきょう

の整備
せいび

。 

 

３．在宅
ざいたく

福祉
ふくし

サービス 

   １）精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

のために 

    ① 訪問
ほうもん

看護
かんご

、在宅
ざいたく

精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

ホームヘルパーの制度
せいど

などの周 知
しゅうち

を図る
はか   

。 

    ② 社 会
しゃかい

復帰
ふっき

を進める
すす     

ための医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の連 携
れんけい

。 

    ③ 社 会 的
しゃかいてき

入 院
にゅういん

の 解 消
かいしょう

を図る
はか  

。 

       →厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が、平 成
へいせい

16年
ねん

9月
がつ

2日
か

に「改革
かいかく

ビジョン」を打ち出し
う  だ  

、退院
たいいん

可能
かのう

な 

        患者
かんじゃ

7万人
まんにん

の解 消
かいしょう

をめざし、2006年度
ねんど

から本格的
ほんかくてき

に取リ
と  

組
く

む。 

    ④ 必 要
ひつよう

なとき（症 状
しょうじょう

）に対応
たいおう

してもらえるホームヘルパー。 

    ⑤ 薬物
やくぶつ

依存症者
いぞんしょうしゃ

の自助
じ じ ょ

グループによる支援
しえん

は大きい
おお     

ので、評価
ひょうか

が必要
ひつよう

。 

   ２）入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の解体
かいたい

 

     現行
げんこう

の入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

を解体
かいたい

し、在宅
ざいたく

福祉
ふくし

へ向けた
む   

新た
あら  

なサービスを展開
てんかい

する。 

 

  ４．福祉
ふくし

用具
ようぐ

 

   １）日 常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

の助成
じょせい

について 



 

 

    ① 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

に必要
ひつよう

な 光
ひかり

や振動
しんどう

などで感知
かんち

できる装置
そうち

の給付
きゅうふ

対 象
たいしょう

（等級的に） 

     拡大
かくだい

。 

    ② メガネの給 付
きゅうふ

回 数
かいすう

の増
ぞう

。 

   ２）地域
ちいき

にあった器具
き ぐ

の開発
かいはつ

。 

     地域
ちいき

にある研 究 者
けんきゅうしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への開発費
かいはつひ

補助
ほじょ

制度
せいど

の創設
そうせつ

。 

 

５．支援費
しえんひ

制度
せいど

 

   １）制度
せいど

の周知
しゅうち

について 

     支援費
しえんひ

サービスの拡 充
かくじゅう

や変更
へんこう

について、迅速
じんそく

かつ広範囲
こうはんい

に周知
しゅうち

する。 

   ２）制度
せいど

の運用
うんよう

について 

    ① ホームヘルプサービスの時間
じかん

決定
けってい

において、制度
せいど

移行
いこう

時
じ

の格差
かくさ

（差別
さべつ

）を解 消
かいしょう

する。 

    ② ガイドヘルプ 

     →18歳
さい

未満
みまん

の子供
こども

にも支援費
しえんひ

でガイドヘルパーを付
つ

けることが必要
ひつよう

。 

     →就労
しゅうろう

、就 学
しゅうがく

等
など

でも使える
つか     

ようにすべき。 

     →視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

に対する
たい    

月
つき

最大
さいだい

60時間
じかん

という制 限
せいげん

の撤廃
てっぱい

。 

     →施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

もガイドヘルパーが使える
つか    

ような制度
せいど

の整備
せいび

。 

     →ヘルパーの資質
ししつ

向上
こうじょう

も必要
ひつよう

。→スキルアップ 

    ③ ホームヘルパー 

     →身体
しんたい

介護
かいご

と日 常
にちじょう

生活
せいかつ

支援
しえん

の組み合わせ
く   あ    

による時間
じかん

決定
けってい

を 行
おこな

うこと。 

     →利用
りよう

時間
じかん

の上 限
じょうげん

設定
せってい

を行
おこ

なわずに利用者
りようしゃ

のニーズに応える
こた     

べき。 

      包括
ほうかつ

払い
ばら   

は、上 限
じょうげん

設定
せってい

につながるので、国
くに

に反対
はんたい

の意思
い し

表 明
ひょうめい

が必要
ひつよう

。 

     →現実
げんじつ

に即し
そく  

、お 金
    かね

の振込み
ふりこ   

も行なえる
おこ       

ようにすべき。 

     →それぞれの障
しょう

がいに対応
たいおう

する際
さい

の理解
りかい

と知識
ちしき

を持つ
も  

ように研 修
けんしゅう

等
など

を 行
おこな

う必要
ひつよう

があ 

      る。 

     →必要
ひつよう

に応じた
おう     

時間
じかん

を決定
けってい

するよう検討
けんとう

すべきである。 

     →入 院 中
にゅういんちゅう

にもヘルパーを使える
つか    

ように検討
けんとう

すべきである。 

     →訪問
ほうもん

介護
かいご

の利用
りよう

回数
かいすう

を必要
ひつよう

な時間
じかん

と回数
かいすう

が受けられる
う     

ようにすること。 

    ④ その他
た

 

     ・支援費
しえんひ

制度
せいど

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の統合
とうごう

について議論
ぎろん

されているが、多く
おお  

の当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

が 

      反対
はんたい

している。札幌市
さっぽろし

としても国
くに

に対して
たい    

反対
はんたい

を表 明
ひょうめい

すべきである。 

     ・支援費
しえんひ

の一般
いっぱん

財源化
ざいげんか

は利用
りよう

抑制
よくせい

につながるので、国
くに

に反対
はんたい

表 明
ひょうめい

する必要
ひつよう

がある。 

     ・業 者
ぎょうしゃ

のサービス内容
ないよう

についての情 報
じょうほう

等
など

の公開
こうかい

。 

     ・デイサービスなど業 者
ぎょうしゃ

の受け入れ
う  い  

体制
たいせい

が不十分
ふじゅうぶん

。業 者
ぎょうしゃ

を選
えら

ぼうにも選択肢がない。 

       →事業者
じぎょうしゃ

等
など

への 働
はたら

きかけも必要
ひつよう

。 



 

 

     ・ケアマネージャーの役割
やくわり

を果たす
は    

人
ひと

が必要
ひつよう

。 

 

６．医療
いりょう

支援
しえん

・保健
ほけん

サービス 

   １）重 複
ちょうふく

障がい
しょう    

があっても利用
りよう

できるリハビリ施設
しせつ

が必要
ひつよう

。 

   ２）医療費
いりょうひ

について 

    ① 重度
じゅうど

心身
しんしん

障
しょう

がい者
しゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

制度
せいど

の本 年
ほんねん

10月
がつ

見直し
みなお  

に際して
さい    

、札幌市
さっぽろし

の様々
さまざま

な 

     支援
しえん

策
さく

が必要
ひつよう

。 

     ・制度
せいど

移行
いこう

と札幌市
さっぽろし

の制度
せいど

について分かりやすく
わ      

周知
しゅうち

を 行
おこな

う。 

     ・更生
こうせい

医療
いりょう

など他
た

制度
せいど

の情報
じょうほう

についても周知
しゅうち

を図
はか

る。 

     ・通院
つういん

治療費
ちりょうひ

以外
いがい

にも経済的
けいざいてき

な負担
ふたん

が大きい
おお    

ので、何ら
なん  

かの助成
じょせい

制度
せいど

が必要
ひつよう

。 

    ② 心身
しんしん

障がい者
しょう   しゃ

医療費
いりょうひ

助成
じょせい

に精神
せいしん

障
しょう

がい者
しゃ

も加
くわ

える。 

     ※精 神
せいしん

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

第
だい

32条
じょう

は、 精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の通 院
つういん

について医療費
いりょうひ

の軽減
けいげん

を 

      図って
はか     

いるが、入 院
にゅういん

には適用
てきよう

されていない。 

 

   ３）緊 急
きんきゅう

医療
いりょう

体制
たいせい

について 

    ① 緊 急
きんきゅう

時
じ

の医療
いりょう

とその直後
ちょくご

の不安
ふあん

を解 消
かいしょう

するためにショートステイが必要
ひつよう

。 

    ② 緊 急
きんきゅう

時
じ

に札幌圏
さっぽろけん

ということで北
きた

広島市
ひろしまし

や石狩市
いしかりし

に振り分ける
ふ  わ    

ことのないようにするこ 

      と。 

   ４）その他
   た

 

    ① 人工
じんこう

内耳
ないじ

の手 術
しゅじゅつ

は、医療者
いりょうしゃ

、教育者
きょういくしゃ

、当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

などから、その利点
りてん

や課題
かだい

を含
ふく

む 

     多様
たよう

な情 報
じょうほう

が提 供
ていきょう

される必要
ひつよう

がある。 

 

７．経済
けいざい

支援
しえん

 

   １）生 活
せいかつ

保護
ほ ご

制度
せいど

について 

    ① わずかな 収 入
しゅうにゅう

が、 収 入
しゅうにゅう

認定
にんてい

され保護費
ほ ご ひ

から引かれる
ひ    

、就 労
しゅうろう

意欲
いよく

につながらない。 

    ② 介助
かいじょ

に 係
かかわ

る経費
けいひ

の自己
じ こ

負担分
ふたんぶん

も考慮
こうりょ

が必要
ひつよう

。 

   ２）年金
ねんきん

について 

    ① 年金
ねんきん

、生 活
せいかつ

保護費
ほ ご ひ

などの支給
しきゅう

額
がく

が減額
げんがく

してきていることへの不安
ふあん

。 

    ② 支給
しきゅう

額
がく

の減額
げんがく

に伴ない
とも     

社会
しゃかい

参加
さんか

の機会
きかい

が減る
へ  

ことへの懸念
けねん

。 

    ③ 無年金
むねんきん

障
しょう

がい者
しゃ

に対する
たい    

支援
しえん

策
さく

を国
くに

に求める
もと     

。 

      支援
しえん

策
さく

は、現行
げんこう

の障 害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

受給者
じゅきゅうしゃ

に比較
ひかく

して不利
ふ り

のない制度
せいど

を国
くに

に求める
もと    

 

     必要
ひつよう

がある。 

   ３）割引
わりびき

制度
せいど

について 

    ① 有料
ゆうりょう

道路
どうろ

の割引
わりびき

は、本 人
ほんにん

または同一
どういつ

世帯者
せたいしゃ

の所有
しょゆう

する車
くるま

に限
かぎ

られ、自分
じぶん

で運転
うんてん

 



 

 

     できない人
ひと

は対 象
たいしょう

にならないが、社会
しゃかい

参加
さんか

を進める
すす    

上
うえ

で拡 充
かくじゅう

が必要
ひつよう

なので、国
くに

に 働
はたら

 

     きかけていく
  

。 

    ② 医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふたん

が増える
ふ   

ので、交通費
こうつうひ

の助成
じょせい

増額
ぞうがく

が必要
ひつよう

。 

   ４）補助
ほじょ

金
きん

・助成金
じょせいきん

について 

    ①資金的
しきんてき

に困って
こま    

いる障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

への補助
ほじょ

・助成金
じょせいきん

制度
せいど

の創設
そうせつ

。 

     制度
せいど

の創設
そうせつ

や具体的
ぐたいてき

な運営
うんえい

にあたって、市民
しみん

合意
ごうい

が得られる
え    

方法
ほうほう

をとる。 

 

８．就 労
しゅうろう

支援
しえん

 

   １）福祉
ふくし

工場
こうじょう

について 

    ① 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

にした福祉
ふくし

工場
こうじょう

が必要
ひつよう

である。 

     ・差別
さべつ

や偏見
へんけん

が強く
つよ 

、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

も 難 し い
むずか          

。 

     ・小規模
しょうきぼ

授産
じゅさん

（作業所
さぎょうしょ

）施設
しせつ

に比べ
くら   

、作業
さぎょう

工賃
こうちん

が望める
のぞ    

。 

    ② その他
   た

の障
しょう

がいにも合った
あ   

福祉
ふくし

工場
こうじょう

の必要性
ひつようせい

がある。 

     ・意欲があって
いよく        

も一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が現 状
げんじょう

として 難
むずか

しい。 

   ２）一般
いっぱん

企業
きぎょう

への 働
はたら

きかけ 

    ① 障
しょう

がい者
しゃ

理解
りかい

を呼
よ

びかける啓蒙
けいもう

。 

    ② 特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せいど

の周知
しゅうち

。 

    ③ ひとつの仕事
しごと

を分け合う
わ  あ  

分 業
ぶんぎょう

やワークシェアリング方式
ほうしき

の提 唱
ていしょう

。 

 →雇用
こよう

主
ぬし

と 働
はたら

き手
て

の負担
ふたん

を軽減
けいげん

する。 

 →就労
しゅうろう

時間
じかん

が短 縮
たんしゅく

されるので、障
しょう

がいによっては就労
しゅうろう

が可能
かのう

になる者
もの

が出て
で  

くる。 

    ④ ジョブコーチや視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

のワークアシスタント制度
せいど

などの積極的
せっきょくてき

活用
かつよう

について 

     周知
しゅうち

と啓蒙
けいもう

を図る
はか  

。 

   ３） 障
しょう

がい者
しゃ

職 業
しょくぎょう

センターについて 

    ① 道内
どうない

1か所
   しょ

では少ない
すく    

。市内
しない

にいくつか設置
せっち

が必要
ひつよう

。 

    ② 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の強化
きょうか

を市
し

で実施
じっし

するとともに、国
くに

へも 働
はたら

きかける。 

   ４）その他
た

 

・北海道
ほっかいどう

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進
そくしん

協 会
きょうかい

の周知
しゅうち

と充 実
じゅうじつ

を 働
はたら

きかける。 

・札幌市
さっぽろし

は、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

を積極的
せっきょくてき

に進めて
すす   

いる企業
きぎょう

に対して
たい    

優先
ゆうせん

発 注
はっちゅう

等
など

の奨 励
しょうれい

 

     施策
し さ く

を検討
けんとう

すること。 

・障 害者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促進法
そくしんほう

が定
さだ

める法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を達成
たっせい

していない企業
きぎょう

に対
たい

しては、札幌市
さっぽろし

が 

     行 う
おこな  

競争
きょうそう

入 札
にゅうさつ

への参加
さんか

資格
しかく

を制 限
せいげん

することを検討
けんとう

する。 

・札幌市
さっぽろし

は、障
しょう

がい者
しゃ

雇用
こよう

に有効
ゆうこう

な対応
たいおう

である別枠
べつわく

試験
しけん

を定期的
ていきてき

に実施
じっし

すること。 

 



 

 

９．移動
いどう

支援
しえん

 

   １）地下鉄
ちかてつ

について 

    ① 地下鉄
ちかてつ

の改札口
かいさつぐち

、通路
つうろ

、階 段
かいだん

、出入
で い

り口
ぐち

の周 辺
しゅうへん

が暗
くら

くて危
あぶ

ない。 

 →弱視
じゃくし

などの視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

には危険
きけん

。 

    ② 北
ほく

大付属
だいふぞく

病 院
びょういん

の周 辺
しゅうへん

駅
えき

（北
きた

12 条
じょう

、北
きた

18 条
じょう

）にエレベーターとエスカレーターの

優先的
ゆうせんてき

な設置
せっち

が必要
ひつよう

。他
た

の未設置
みせっち

駅
えき

についても整備
せいび

が必要
ひつよう

である。 

    ③ 地下鉄駅
ちかてつえき

出入口
でいりぐち

に誘導
ゆうどう

チャイムと点字
てんじ

ブロックが必要
ひつよう

。 

    ④ （地下鉄
ちかてつ

）ホームでは階段
かいだん

の位置
い ち

を知
し

らせる音
おと

や点字
てんじ

ブロックが必要
ひつよう

。 

    ⑤ トイレまでの点字
てんじ

ブロックが敷設
ふせつ

されていないところの整備
せいび

→南北
なんぼく

線
せん

麻生
あさぶ

駅
えき

 

    ⑥ 点字
てんじ

ブロックの統一化
とういつか

した敷設
ふせつ

の遵 守
じゅんしゅ

（不統一
ふとういつ

な部分
ぶぶん

も、早 急
さっきゅう

に統一化
とういつか

する）。 

    ⑦ ホームに落
お

ちないような安 全
あんぜん

柵
さく

の整備
せいび

。 

    ⑧ 案内図
あんないず

を分かりやすい
わ       

ものに整備
せいび

。 

     障
しょう

がい者用
しゃよう

トイレの開 閉
かいへい

ボタン
ぼ た ん

や緊 急
きんきゅう

呼び出し
よ  だ  

などに点字
てんじ

シールを整備
せいび

する。 

    ⑨ 地下鉄
ちかてつ

車両
しゃりょう

に車
くるま

イス用
    よう

のスペースを増やす
ふ   

。 

   ２）バスについて 

    ① 低 床
ていしょう

バス、ノンステップバスの路線
ろせん

や時間帯
じかんたい

などの情 報
じょうほう

を区
く

役所
やくしょ

や福祉
ふくし

センターで 

     提 供
ていきょう

する。 

    ② ノンステップバスの導 入
どうにゅう

を 働 き
はたら   

かける。 

    ③ 利
り

用
よう

に際して
さい    

、毎回
まいかい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の提示
ていじ

は大変
たいへん

。コピーや簡易
かんい

カードなどの検討
けんとう

も 

     必要
ひつよう

。 

    ④ バス内
ない

でもウィズユーカードを販 売
はんばい

するよう検討
けんとう

する。 

     視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

には不便
ふべん

なバス整理券
せいりけん

の簡略化
かんりゃくか

。 

    ⑤ バス停
てい

を音
おと

や点字
てんじ

ブロックで把握
はあく

できるようにする。 

    ⑥ バス運転手
うんてんしゅ

の教育
きょういく

が必要
ひつよう

→歩道
ほどう

にすり寄
よ

せて止める
と   

。 

     ・ノンステップバスのスロープや 車
くるま

イス固定
こてい

装置
そうち

の扱 い
あつか   

について周知
しゅうち

する。 

     ・ 車
くるま

いす利用者
りようしゃ

の単独
たんどく

乗車
じょうしゃ

を制 限
せいげん

することがないように働 き
はたら   

かける。 

   ３）タクシーについて 

     ・冬
とう

期間
きかん

の問題
もんだい

もあるためにタクシー券
けん

の増額
ぞうがく

が必要
ひつよう

。 

     ・基本
きほん

料 金
りょうきん

のみの補助
ほじょ

ではなく、その他
   た

の料 金
りょうきん

にも利用
りよう

できるものとする。 

   ４）JRについて 

     割引
わりびき

の対 象
たいしょう

距離
きょり

を拡 充
かくじゅう

するよう 働
はたら

きかけが必要
ひつよう

。 

   ５）全 般
ぜんぱん

、その他
   た

 

    ① 精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

の 1、2 級
きゅう

に支給
しきゅう

している福祉
ふくし

乗 車 証
じょうしゃしょう

を 3級まで拡 充
かくじゅう

。 

     →積極的
せっきょくてき

に活動
かつどう

をしようとする軽度
けいど

の人
ひと

に対する
たい    

経済的
けいざいてき

補助
ほじょ

が必要
ひつよう

。 



 

 

    ② 交通
こうつう

機関
きかん

を整備
せいび

して、運行
うんこう

路線
ろせん

・回数
かいすう

を充 実
じゅうじつ

させる 

    ③ 一般
いっぱん

車両
しゃりょう

の中心部
ちゅうしんぶ

進 入
しんにゅう

を時間
じかん

で制 限
せいげん

する。 

     →公共
こうきょう

交通
こうつう

の利用
りよう

呼びかけ
よ    

を 行
おこな

う。 

    ④ 駅
えき

の近く
ちか 

に駐 輪 場
ちゅうりんじょう

を増やす
ふ   

ことが必要
ひつよう

。 

    ⑤ 交通
こうつう

機関
きかん

の誘導
ゆうどう

、案内
あんない

表示
ひょうじ

等
など

を分
わ

かりやすく。 

    ⑥ 交通
こうつう

機関
きかん

の評価
ひょうか

制度
せいど

の導 入
どうにゅう

。 

     →利
り

用者
ようしゃ

の視点
してん

から作成
さくせい

し、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の質
しつ

向上
こうじょう

を 働
はたら

きかける。 

    ⑦ 福祉
ふくし

ウィズユーカードの高額
こうがく

カード化
    か

の検討
けんとう

。 

→現 状
げんじょう

1000円
えん

券
けん

。しかし、使用
しよう

の都度
つ ど

交換
こうかん

が必要
ひつよう

で大変
たいへん

である。 

    ⑧ その他
た

 

     ・敬老
けいろう

パス見
み

直し案
なお  あん

について 

 (1) 期限付き
きげんつ   

割引
わりびき

制度
せいど

にする。 

（1年 間
ねんかん

 10,000円
えん

、2ヵ 月 間
   げつかん

 2,000円
えん

など） 

 (2) 利用
りよう

範囲
はんい

は従 来
じゅうらい

どおり市内
しない

全域
ぜんいき

、回数
かいすう

など制 限
せいげん

なし。 

 (3) 利用者
りようしゃ

の証 明
しょうめい

‥‥市長
しちょう

（区
く

役所
やくしょ

発行
はっこう

）が証 明
しょうめい

した敬老
けいろう

手帳
てちょう

。 

     ・民間事業所等による移送サービス、あるいは S T S
エスティーエス

（スペシャル・トランスポート・サービ 

     ス）を認知
にんち

し、タクシー補助券
ほじょけん

使用
しよう

を可能
かのう

にする。 

     ・タクシー券
けん

とガソリンチケットの料 金
りょうきん

格差
かくさ

をなくす。また、両 方
りょうほう

で使
つか

える共 通
きょうつう

チケットの 

     発行
はっこう

を検討
けんとう

する。 

 

１０．社会
しゃかい

参加
さんか

への支援
しえん

 

   １）小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうじょ

について 

    ① 補助
ほじょ

金
きん

の増額
ぞうがく

を 行
おこな

う。 

     →現 状
げんじょう

では、職 員
しょくいん

の安定
あんてい

につながらず、利用者
りようしゃ

も不安
ふあん

。 

     →緊 急
きんきゅう

雇用
こよう

対策
たいさく

制度
せいど

を利用
りよう

して障
しょう

がい者
しゃ

の福祉的
ふくしてき

雇用
こよう

と指導員
しどういん

への助成
じょせい

を 行
おこな

う。 

     →無認可
むにんか

作業所
さぎょうしょ

に対する
たい     

補助
ほじょ

金
きん

を新た
あら   

に創設
そうせつ

し支援
しえん

する。 

     →医療的
いりょうてき

ケア介助者
かいじょしゃ

の配置
はいち

に対する
たい    

補助
ほじょ

を 行
おこな

う。 

    ② 販売
はんばい

できる場
ば

が少ない
すく     

。区民
くみん

センターなど公的
こうてき

な場
ば

の積極的
せっきょくてき

活用
かつよう

も検
けん

討
とう

すべき。 

   ２）バリアフリーについて 

    ① 除雪
じょせつ

について 

     →地下鉄
ちかてつ

駅
えき

周 辺
しゅうへん

、区民
くみん

センター、福祉
ふくし

センター周 辺
しゅうへん

の除雪
じょせつ

の充 実
じゅうじつ

。 

     →身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

センター周 辺
しゅうへん

のロードヒーティング等
など

の整備
せいび

が急務
きゅうむ

である。 

    ② エレベーター、エスカレーターについて 

     →公共
こうきょう

施設
しせつ

で 2階
かい

以上
いじょう

の建物
たてもの

には、エレベーター設置
せっち

を 行
おこな

う。 



 

 

      国
くに

や道
どう

の施設
しせつ

に対して
たい    

も 働
はたら

きかける。 

→エスカレーターは、下り
くだ  

の優先
ゆうせん

設置
せっち

が必要
ひつよう

。 

     →車
くるま

イス利用者
りようしゃ

の上下
じょうげ

移動
いどう

は、エレベーターの設置
せっち

を基本
きほん

として整備
せいび

する。 

    ③ 信号機
しんごうき

について 

     →身障者
しんしょうしゃ

センター前
          まえ

の横断
おうだん

歩道
ほどう

は点字
てんじ

タイルがついて、信号
しんごう

もボタンを押す
お   

とすぐに変
か

 

      わる。このタイプの普及
ふきゅう

が必要
ひつよう

。 

     →もみじ台
だい

団地
だんち

周 辺
しゅうへん

の道路
どうろ

で、このタイプの信号
しんごう

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

     →押
おし

ボタンの位置
い ち

が左右
さゆう

に設置
せっち

できるよう検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

     →押
おし

ボタン式
しき

信号
しんごう

の音声
おんせい

化
か

。 

    ④ 障
しょう

がい者向
しゃむ

けトイレについて 

     →いつでも使える
つか    

ようにロック（鍵
かぎ

）はしない。公共
こうきょう

施設
しせつ

から実践
じっせん

すべき。民 間
みんかん

施設
しせつ

にも 

       働
はたら

きかける。 

     →避難
ひなん

場所
ばしょ

に指定
してい

している公園
こうえん

トイレからバリアフリー化
      か

を図
はか

る。 

    ⑤ 聴 覚 障
ちょうかくしょう

がい者
しゃ

のバリア解 消
かいしょう

のために 

     →公共
こうきょう

施設
しせつ

には緊 急
きんきゅう

の場合
ばあい

にろうあ者
しゃ

に知らせる
し   

電光
でんこう

掲示
けいじ

板
ばん

が必要
ひつよう

。 

     →大
おお

きな会 場
かいじょう

での手話
しゅわ

通訳
つうやく

にはプロジェクターやパソコン、磁気
じ き

ループ等
など

の機器
き き

も必要
ひつよう

。 

      これら機材
きざい

を公的
こうてき

な会 場
かいじょう

から優先的
ゆうせんてき

に整備
せいび

することを検討
けんとう

する。 

     ・手話
しゅわ

通訳
つうやく

について（札幌市
さっぽろし

の手話
しゅわ

通訳
つうやく

派遣
はけん

制度
せいど

） 

      内容
ないよう

によって対 象 外
たいしょうがい

となる。幅広
はばひろ

く利用者
りようしゃ

のニーズに応
こた

える必要
ひつよう

。 

      →本 庁
ほんちょう

勤務
きんむ

の専 従
せんじゅう

手話
しゅわ

通訳者
つうやくしゃ

の身分
みぶん

待遇
たいぐう

の改善
かいぜん

が急務
きゅうむ

。 

     ・要約
ようやく

筆記
ひっき

制度
せいど

について 

     →全国
ぜんこく

自治体
じ ちたい

の要約
ようやく

筆記
ひっき

派遣
はけん

事業
じぎょう

の情報
じょうほう

窓口
まどぐち

開設
かいせつ

。 

     →要約
ようやく

筆記
ひっき

派遣
はけん

事業
じぎょう

バーター制度
せいど

の検討
けんとう

。 

     →道内
どうない

要約
ようやく

筆記
ひっき

サークル所在
しょざい

都市とのネットワーク提携
ていけい

制度
せいど

の検討
けんとう

。 

    ⑥ 視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

のバリア解 消
かいしょう

のために 

     →弱視者
じゃくししゃ

に階段
かいだん

が分かる
わ   

ように→黄色
きいろ

や赤
あか

色
いろ

の目印
めじるし

が必要
ひつよう

。 

     →点字
てんじ

ブロックを歩
ある

いても痛
いた

くないものなど材質
ざいしつ

や形 状
けいじょう

を検討
けんとう

する。 

     →歩道
ほどう

の看 板
かんばん

など通行
つうこう

に支障
ししょう

のあるものについて強 制 的
きょうせいてき

に撤去
てっきょ

する。 

     →札幌市
さっぽろし

や福祉
ふくし

関係
かんけい

からの印刷物
いんさつぶつ

は、利用者
りようしゃ

によって点字
てんじ

または読み取り機
よ  と  き

（スピーチ 

      オ用
よう

）の S P
エスピー

コードを打
う

ったものに切り替える
き  か   

必要
ひつよう

がある。 

     →パソコンの購 入
こうにゅう

に際して
さい     

補助
ほじょ

制度
せいど

の創設
そうせつ

の検討
けんとう

。 

現在
げんざい

、本 体
ほんたい

スキャナーで活字
かつじ

を読み取る
よ  と  

ソフトには補助
ほじょ

がある。 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

がパソコンを学べる
まな     

場
ば

が必要
ひつよう

。 



 

 

     →銀行
ぎんこう

の A T M
エーティーエム

のテンキー形式
けいしき

がまちまちで使
つか

いづらい。また、ろうあ者
しゃ

には、トラブル 

      時
じ

に助
たす

けを呼ぶ
よ  

方法
ほうほう

がない。 

     →パック詰め
づ  

の商 品
しょうひん

が多い
おお  

ので、表示
ひょうじ

方式
ほうしき

の検討
けんとう

や店員
てんいん

の教育
きょういく

が必要
ひつよう

。 

    ⑦ 建築物
けんちくぶつ

、道路
どうろ

のバリアフリー 

     →盲
もう

学校
がっこう

の前
まえ

にある陸橋
りっきょう

自体
じたい

バリアになっている。また、坂道
さかみち

が 急
きゅう

で冬
ふゆ

が大変
たいへん

。 

     →札幌
さっぽろ

ドームの階段
かいだん

に手
て

すりがないところがあるので、設置
せっち

が必要
ひつよう

。 

     →地下鉄
ちかてつ

駅
えき

から遠い
とお  

位置
い ち

に老人
ろうじん

センター等
など

がある場合
ばあい

には、途中
とちゅう

にベンチを設ける
もう     

等
など

の 

      検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

     →歩道
ほどう

と車道
しゃどう

の縁石
えんせき

が高
たか

すぎるので、タクシーや介助席
かいじょせき

から乗り降
の  お

りをする人
ひと

のために 

      も縁石
えんせき

を削
けず

る必要
ひつよう

がある。 

    ⑧ その他
た

 

     →車
くるま

イス利用者
りようしゃ

と視覚
しかく

障
しょう

がい者
しゃ

には、歩道
ほどう

や地下鉄
ちかてつ

周 辺
しゅうへん

に置いて
お   

いる自転車
じてんしゃ

が困る
こま  

。 

      条 例
じょうれい

などで罰則
ばっそく

を設けて
もう     

取締り
とりしま  

を強化
きょうか

する。 

     →障
しょう

がい者
しゃ

スポーツセンターの建設
けんせつ

についての議論
ぎろん

してほしい。 

     →新設
しんせつ

の厚別
あつべつ

プールのバリアフリー化
か

。 

     →町中
まちなか

に簡単
かんたん

な案内
あんない

地図
ち ず

が必要
ひつよう

。 

     →施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

の 話
はなし

を聞く
き  

傾 聴
けいちょう

ボランテンィアの呼
よ

びかけ。 

     →心臓
しんぞう

疾患
しっかん

で、 I C D
アイシーディー

（植
うえ

込
こ

み型徐
がたじょ

細動器
さいどうき

）を埋め込んで
う  こ   

いる人
ひと

は電磁波
でんじは

の影 響
えいきょう

を 

      受ける
う   

。商 店
しょうてん

の盗難
とうなん

防止
ぼうし

センサーも電磁波
でんじは

を出す。 

       総務省
そうむしょう

は、ステッカー表示
ひょうじ

の指導
しどう

で、強 制 力
きょうせいりょく

はない。札幌市
さっぽろし

は、ステッカー表示
ひょうじ

の 

      義務付け
ぎ む づ  

と設置
せっち

状 態
じょうたい

の実態
じったい

調査
ちょうさ

など適切
てきせつ

な対応
たいおう

が必要
ひつよう

。 

     →自転車
じてんしゃ

利用者
りようしゃ

のマナーが悪く
わる  

危険
きけん

。啓蒙
けいもう

が必要
ひつよう

。 

     →駐 車 場
ちゅうしゃじょう

、エレベーターなど身障者
しんしょうしゃ

優先
ゆうせん

利用
りよう

の効果的
こうかてき

な表示
ひょうじ

を。 

     →バリアフリー促進
そくしん

のために障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

がチェックしていく体制
たいせい

を築
きず

く必要
ひつよう

がある。 

     →障
しょう

がい者
しゃ

団体
だんたい

への活動
かつどう

補助
ほじょ

金
きん

制度
せいど

の創設
そうせつ

。 

 

１１．教育
きょういく

支援
しえん

 

   １）看護
かんご

師資格
し し か く

のある養護
ようご

教諭
きょうゆ

の採用
さいよう

 

     医療的
いりょうてき

なケアが必要
ひつよう

な児童
じどう

の対応
たいおう

に看護
かんご

師
し

資格
しかく

のある養護
ようご

教諭
きょうゆ

が必要
ひつよう

。 

     →現 状
げんじょう

では、家族
かぞく

に負担
ふたん

がかかっている。 

 

 



 

 

   ２）養護
ようご

学校
がっこう

について 

    ① 市立
しりつ

養護
ようご

の新設
しんせつ

。 

      札幌
さっぽろ

近郊
きんこう

には（高等
こうとう

）養護
ようご

学校
がっこう

が少なく
すく    

、市外
しがい

へ行かざるを得
い    え

ない。 

    ② 養護
ようご

学校
がっこう

の教育
きょういく

の中
なか

で社会
しゃかい

に出て
で  

生活
せいかつ

する技術
ぎじゅつ

も教える
おし     

必要
ひつよう

がある。 

   ３）統合
とうごう

教育
きょういく

について 

    ① 統合
とうごう

教育
きょういく

は必要
ひつよう

である。 

     ・養護
ようご

義務化
ぎ む か

＝分離
ぶんり

が障
しょう

がい者
しゃ

排除
はいじょ

につながっている。 

     ・普通
ふつう

学校
がっこう

で学ぶ
まな  

障
しょう

がいのある子供
こども

たちへ支援
しえん

が必要
ひつよう

。 

     ・学校
がっこう

のバリアフリー化
      か

も積極的
せっきょくてき

に進める
すす    

。 

      投票所
とうひょうじょ

や避難
ひなん

場所
ばしょ

としても有効
ゆうこう

に機能
きのう

する。 

    ② ろう学校
がっこう

の普通
ふつう

学校
がっこう

への統合
とうごう

は、ろう児
じ

への手話
しゅわ

によるコミュニケーション環 境
かんきょう

が保証
ほしょう

 

     されることが必要
ひつよう

。 

     ・大学
だいがく

へ進学
しんがく

したろうあ者
しゃ

の授 業
じゅぎょう

をサポートする体制
たいせい

が必要
ひつよう

。 

   ４）啓蒙
けいもう

 

    ① 障
しょう

がい者
しゃ

を講師
こ う し

として普通
ふつう

学校
がっこう

へ積極的
せっきょくてき

に呼ぶ
よ  

ことで啓蒙
けいもう

につながる。 

 

１２．住 宅
じゅうたく

支援
しえん

 

   １）市営
しえい

住宅
じゅうたく

について 

    ① 障
しょう

がい者
しゃ

に対応
たいおう

している住宅
じゅうたく

の不足
ふそく

。 

    ② 抽 選
ちゅうせん

方法
ほうほう

と優先枠
ゆうせんわく

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

    ③ グループホームへの転用
てんよう

の検討
けんとう

。 

   ２）入 居
にゅうきょ

保証人
ほしょうにん

制度
せいど

の創設
そうせつ

 

     一般
いっぱん

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を借りる
か   

際
さい

の保証人
ほしょうにん

として札幌市
さっぽろし

がなる。特
とく

に精 神 障
せいしんしょう

がい者
しゃ

が 難
むずか

 

     しいので、関係
かんけい

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

と協議
きょうぎ

して保証
ほしょう

する。 

   ３）グループホームの増設
ぞうせつ

 

 

１３．施設
しせつ

サービス 

   １）リハビリと職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

を行なう
おこ     

総合的
そうごうてき

な施設
しせつ

が必要
ひつよう

 

   ２）療
りょう

護
ご

施設
しせつ

の新設
しんせつ

←厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

は抑制
よくせい

の方向
ほうこう

 

    ① 地域
ちいき

には受け皿
う    ざら

となるサービスや住宅
じゅうたく

が不足
ふそく

している。 

    ② サポートしてくれる家族
かぞく

の高齢化
こうれいか

。 

   ３）ショートステイの利用料
りようりょう

の減免
げんめん

について 

 

 



 

 

   ４）デイサービスの充 実
じゅうじつ

について 

    ①デイサービスで自家用車
じかようしゃ

での通所
つうしょ

が認め
みと   

られないところがあるので、検討
けんとう

が必要
ひつよう

。 

   ５）施設
しせつ

訓練
くんれん

等
とう

支援費
しえんひ

について 

     70歳
さい

以上
いじょう

が施設
しせつ

訓練
くんれん

等
など

で通所
つうしょ

訓練
くんれん

する際
さい

に、必要
ひつよう

経費
けいひ

である日用品費
にちようひんひ

に対する
たい    

経費
けいひ

 

    の支給
しきゅう

が減額
げんがく

され、結果
けっか

として、利用者
りようしゃ

の負担増
ふたんぞう

につながる。この改 善
かいぜん

についての検討
けんとう

が 

    必要
ひつよう

。 

   ６）第三者
だいさんしゃ

委員会
いいんかい

の設置
せっち

 

     法人
ほうじん

形式
けいしき

を問わず
と    

設置
せっち

し、利用者
りようしゃ

の苦情
くじょう

などに当たる
あ   

必要
ひつよう

がある。 

 

１４．権利
けんり

擁護
ようご

システム（相談
そうだん

・支援
しえん

）の構築
こうちく

 

   障がい
しょう    

当事者
とうじしゃ

団体
だんたい

、弁護士会
べんごしかい

、司法
しほう

書士会
しょしかい

、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

及び
およ  

行 政
ぎょうせい

等
など

がネットワーク 

  を構築
こうちく

し、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

推進
すいしん

体制
たいせい

の確保
かくほ

をすることが必要
ひつよう

である。 

 

１５．その他
た

 

   １）家族
かぞく

への支援
しえん

（レスパイトサービス）について 

     障
しょう

がい者
しゃ

を抱
かか

える家族
かぞく

への支援
しえん

と将 来
しょうらい

に対する
たい   

不安
ふあん

で疲
つか

れている。 

     家族
かぞく

も福祉
ふくし

について学び
まな  

、リフレッシュできる場
ば

が必要
ひつよう

。 

   ２）身 障
しんしょう

手帳
てちょう

について 

    ① 定期的
ていきてき

に 新
あたら

しいものを交付
こうふ

。←現 状
げんじょう

は、希望者
きぼうしゃ

に再交付
さいこうふ

している。 

     →カード式
        しき

なども検討
けんとう

を。 

    ② 障
しょう

がい等級
とうきゅう

の変更
へんこう

について 

     等級
とうきゅう

の変更
へんこう

を行なう
おこ     

際
さい

には本人
ほんにん

へ周知
しゅうち

が必要
ひつよう

。 

    ③ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の障 害 名
しょうがいめい

の記載
きさい

内容
ないよう

により本来
ほんらい

受けられる
う     

サービスが、受
う

けられ 

     ない実態
じったい

がある。札幌市
さっぽろし

は、独自
ど く じ

の裁量
さいりょう

でサービスの格差
かくさ

が生まれない
う    

ように対応
たいおう

する 

     必要
ひつよう

がある。 

   ３）インターネット、携帯
けいたい

電話
でんわ

を通じて
つう    

各種
かくしゅ

情報
じょうほう

の提 供
ていきょう

を。 

     →通信
つうしん

コストの補助
ほじょ

や割引
わりびき

の実施
じっし

 ←すでに各通信事
かくつうしんじ

業 者
ぎょうしゃ

が実施
じっし

。 

   ４）シルバー人材
じんざい

センターで障
しょう

がい者
しゃ

が活動
かつどう

することができない。 

     →対応
たいおう

 市社協
ししゃきょう

ボランティアセンターで登録
とうろく

ボランティアがある。 

   ５）その他
  た

 

     ・ 障
しょう

がい者
しゃ

を対 象
たいしょう

としたコンサートや、障
しょう

がい者
しゃ

の作品
さくひん

を集めた
あつ    

美術
びじゅつ

展覧会
てんらんかい

を 行
おこな

い 

      たい。 


